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京都府中小企業団体中央会

ありがとう　簡単そうで　難しい　言えるあなたは　すばらしい
京都人権啓発推進会議／京都府中小企業団体中央会
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　6月21日（火）に開催する第61回通常総会において、任期満了に伴い役員選挙を行なうことから、各部会（協
同組合部会、企業組合部会、商工組合部会、商店街振興組合部会）において部会総会を開催し、本会役員候補者、
部会長及び副部会長の選任等について審議を行なった。

企業組合部会

　企業組合部会では、5月18日（水）、京都府中小企業
会館において部会総会を開催、部会長には都企業組合 
君川英夫専務理事が就任、副部会長には加悦商事企業組
合 小田勇喜代表理事、平安企業組合 伏見厚志代表理事、
東和企業組合 重田和男専務理事が就任された。

商工組合部会

　商工組合部会では、5月20日（金）京都府中小企業
会館において部会総会を開催、部会長には丹後織物工業
組合 渡邉正義理事長が就任、副部会長には京都府電機
商業組合 牧野伸彦理事長が就任された。

商店街振興組合部会

　商店街振興組合部会では、4月26日（火）、ＷＩＴＨ 
ＹＯＵにおいて部会総会を開催、部会長には京都府商店
街振興組合連合会  宇津克美理事長が就任、副部会長に
は京都三条会商店街振興組合 上田照雄理事長が就任さ
れた。

協同組合部会

　協同組合部会では、5月9日（月）、京都工業会館にお
いて分科会及び部会総会を開催、部会長には京都府プラ
スチック協同組合 宮本研二理事長が就任、副部会長に
は京都友禅協同組合 池田佳隆理事長、京都竹材商業協
同組合 三木清理事長、京都全魚類卸協同組合 池本周三
理事長、京都左官協同組合 倉理一郎理事長、京都建築
工事金物協同組合 室輝男理事長、京和燃料協業組合 深
見英雄理事長、京都府トラック事業協同組合連合会 上
田龍司会長、京都中央葬祭業協同組合 松井昭憲理事長
が就任された。

協同組合部会総会

商工組合部会総会
協同組合部会分科会
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特集 平成２９年度 助成事業等のあらまし
　京都府中央会の助成事業は、京都府・京都市・全国中央会などの補助等を受け実施しています。毎年、本会では
京都府等に対し来年度（平成２９年度）の予算要望を行うにあたり、９月初旬までに組合等のニーズの取り纏めを
行います。
　今回、平成２９年度に助成事業等の活用をお考えの組合等からの希望を受付致します。下記一覧（本会の助成事
業ではないけれども活用に向けた支援を行う事業を含む）を参考にして頂き、同封の「平成２９年度助成事業等ア
ンケート（事業活用希望・相談調査票）」に必要事項をご記入の上、平成２８年８月３１日（水）までに本会宛Ｆ
ＡＸ送信頂きますようご案内申し上げます。
　下記の記載内容に関わらず、「こんなことに取り組みたい」、「このようなことを考えているが助成事業を活用で
きないか」といった内容でも結構ですので、組合等でお考えになっていることについてのお声をお聞かせ頂ければ
幸いです。
　また、今年度に活用や応募できる事業もありますので、お気軽にお問合せ下さい。
なお、平成２９年度につきまして、事業内容そのものを含め経費負担や助成金額、補助率等について変更や廃止さ
れることがありますので予めご了承願います。

Ａ．中小企業連携組織等支援事業
１．専門家による助言・指導を受けたい　　　　　　　　 　　　　　　　　　　※一覧は平成28年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・経費負担 備　　　　考

（１－１）
個別テーマに絞った
課題解決

法律、税務、労働、経営、技術、商標、情報化、マー
ケティング、デザイン、環境問題等の課題について、
スポット的に専門家を派遣しアドバイスを行う。

事業費３０，０００円
（うち１０，０００円が組
合等負担）

スポット対応（１回）
対象：組合等

（５組合等）

【活用事例】

［組合の運営・管理］ ①消費税課税事業者の税務会計処理
②管財人からの通知・照会に対する対応
③地域団体商標の申請・活用
④組合ホームページの活用・運営　　等々

２．組合員の資質向上のための研修会・講習会を開催したい　　　　　　　　　※一覧は平成２８年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・補助金額 備　　　　考

（２－１）
研修支援

組合員の資質の向上を図るとともに、組合等の活
力と創意工夫を引き出すため、独自で組合等が組
合員等を対象に行う研修事業に対して協力・支援
する。

補助対象経費総額の
２／３以内であって、
７０，０００円を限度

対象：組合等
（１３組合等）

３．組合青年部・女性部に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※一覧は平成27年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・補助金額 備　　　　考

（３－１）
青年部・女性部が実
施する研修会・研究
会の支援

青年・女性経営者等の資質の向上を図るとともに、
組合等の組織活動に青年・女性経営者等の活力と
創意工夫を発揮させるための事業の取組みに対し
て支援する。

補助対象経費総額の
２／３以内であって、
７０，０００円を限度

組合等に青年部又は
女性部が組織されて
いること
対象：組合等

（２組合等）
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Ｂ．京都ブランド・新分野開拓事業
地域ブランドの確立､ 地元産品活用による新商品の開発､ 地域活性化等に対する助成　 ※一覧は平成28年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・補助金額 備　　　　考

（４－１）

地域ブランド確立、

地元産品活用、地域

活性化の特産品開発

等に対する助成

京ブランド等に新たな付加価値の付与に関する調

査・研究や将来ビジョンの策定、その成果を具体

的に事業化・実現化しようとする事業に対して助

成する。

補助対象経費総額の

１０分の６以内であって

１，８００，０００円を限度

対象：組合等

（１組合等）

【活用事例】
　①伝統産業の技術と素材を活用した販路開拓
　②地域のブランド商品の確立　等々

Ｃ．小企業者組合等を対象とした事業
　小企業者組合等を対象とし、その組合等の抱える様々な課題の解決、共同事業の改善や新たな事業展開について
の支援、人材育成や技術向上のための研修会・講習会に対する支援、展示会等販路開拓や市場調査等に対して支援
を行います。
　※ 小企業者組合とは、組合員の４分の３以上が小企業者（製造業で５人以下、商業・サービス業で２人以下の従

業員規模の事業者）の組合等。企業組合は制限なし。

小企業者組合等に対する助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　※一覧は平成28年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・補助金額 備　　　　考

（５－１）

共同事業の活性化や

受注促進等の取組に

対する支援

（取引力強化推進事業）

小企業者組合が行う、共同購買や共同宣伝、受注

促進のために行う組合ホームページやチラシ等の

作成、連携によるブラント構築のための統一ロゴ

の作成等の事業に必要な経費を助成する。

補助対象経費総額の

２／３以内であって

２５０，０００円を限度

対象：小企業者組合

（２組合等）

（５－２）

小企業者組合の講習

会に対する支援

（小企業者組織化特別講習会）

小企業者組合の組合員等を対象として、組織制度・

共同事業・経営・労働・中小企業施策等について

講習を行い、小企業者組合の運営向上、組合員の

経営向上を図る。

補助対象経費総額の

２／３以内であって、

５０，０００円を限度

対象：小企業者組合

（４組合等）

（５－３）

販路開拓・人材育成

に関する研修等に対

する助成

（中小企業組合等振興対策活性化事業）

見本市・展示会等開催・出展、市場開拓に関する

事業、商品・意匠・技術等の開発・改善に関する

各種講習会・研修会等に対し助成する。

補助対象経費総額

５万円（全額補助）

対象：小企業者組合

等

（30組合等）
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Ｄ．全国中央会公募事業
　全国中央会が公募する下記の「将来ビジョン策定・新商品開発・成果の実現化」と「情報ネットワークシステム
構築・システム開発」の事業があります。例年、１月頃に翌事業年度の公募が行われますが、平成２９年度につき
ましては、詳細が決まり次第、ご案内します。

事　業　名 事　業　内　容 助　成　額 備　　　　考

（６－１）
中小企業組合等
活路開拓事業

（展示会等出展・開
催事業を含む）

中小企業が経済的・社会的環境の変化に対応
するため、新たな活路の開拓等、単独では解
決困難な諸課題や「経営基盤の強化」、「地域
振興」、「社会的要請への対応」「中小企業が対
応を迫られている問題」等のテーマについて、
組合等がこれを改善するための事業に対し助
成する。

補助対象経費総額の
10分の６以内であって、
１１，５８８，０００円を上限とし、
１，０００，０００円を下限とする
但し、展示会等出展・開催事業は
５，０００，０００円を上限とする

対象：組合等

（６－２）
組合等情報ネット
ワークシステム等
開発事業

組合等を基盤とした情報ネットワークシステ
ムの構築、組合員向け業務用アプリケーショ
ンシステムの開発及びこれらシステムの普及
のための事業に対し助成する。

補助対象経費総額の
10分の６以内であって、
１１，５８８，０００円を上限とし、
１，０００，０００円を下限とする

対象：組合等

【活用事例】

［経営］ ①組合や業界の将来ビジョン策定
②ビジョンに基づく試作・求評・市場調査
③産学公連携による新商品開発・新技術開発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等々

［情報化］ ①共同事業等のネットワークシステム構築
②アプリケーション（カードシステム導入等）
　開発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等々

Ｅ．上記以外の事業
　上記以外にも、国・京都府・中小企業基盤整備機構等が公募する事業があります。本会では、皆さんからのご相
談やニーズを踏まえ、応募・活用に向けた検討や支援、採択後の事業運営についての支援を行っております。

事業活用希望・相談調査について
　本調査の締切は、平成２８年８月３１日（水）です。調査票を本会で受け付けた後、各担当者よりご連絡
させて頂き、記載内容の確認や助成事業の活用の可能性の有無、事業の企画・提案、検討等を行います。

　　また、調査票記載にあたって、事前のご相談もお受け致しますので、各組合担当者までお気軽にお問合せ
　下さい。
　【事業活用希望・相談調査票送信先】　　ＦＡＸ：０７５－３１４－７１３０　(京都府中央会総務情報課宛)
　【お問合せ・ご相談】　京都府中小企業団体中央会　
　　　　　　　　　　　　連携支援課・企画調整課 ＴＥＬ：０７５－３１４－７１３２　
　　　　　　　　　　　　北部事務所（中丹・丹後広域振興局管内） ＴＥＬ：０７７３－７６－０７５９　

　助成事業や支援制度の最新情報は、本会ホームページやメールマガジンでもご案内しております。メール
マガジンは、本会ホームページから配信登録が可能です。組合員のみなさまへの情報提供にご活用頂ける内
容ですので、ぜひご登録ください。

　　　　　　　　　　　　　京都府中央会ホームページ　　http://www.chuokai-kyoto.or.jp
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No.100

京都府茶協同組合（京都府）
日本遺産認定！宇治茶の魅力を世界に発信

　共同事業等に先進的に取り組んでいる組合事例
をご紹介するこのコーナー。今回は、地域経済活
性化を目指し地域ブランドの認知度向上に取り組
んでいる組合の事例です。

　宇治茶ブランドを、ターゲットを絞り紹介したことで大
きな反響を得え、国内では地元児童向けの宇治茶紹介資料
を英語化し、外国人観光客にもわかりやすい資料として提
供している。

　 背景と目的  
　業界において宇治茶ブランドは確立しているものの、国
内では緑茶の個人消費が年々減少し・他産地の追い上げも
激しく・また海外においては品質の劣る宇治茶が出回る
ケースや商標侵害もみられる。こうしたなか、外国人観光
客増加に伴うインバウンド需要の拡大や「日本遺産」認定
を契機として、宇治茶の知名度向上とグローバル需要開拓
に取り組んだ。

　 事業・活動の内容  
　海外では緑茶業界における宇治茶ブランドの優位性はな
いという認識のもと、まずアウトバウンド対策としては、
日本通が多く、日本文化に理解が深いフランスでの認知向
上を図った。京都府や京都府茶業会議所などと連携し、パ
リ国際大学都市日本館やパリ市役所において、宇治茶の歴
史・文化を伝えて普及を図る「宇治茶伝道師」による宇治
茶紹介と淹れ方の実演講義を行ったところ、「玉露の味に

大変感動」「大変おいしい」など大きな反響を呼んだ。また、
ミラノ万博の「京都ウィーク」においても、京料理や日本
酒などと並んで、5,500人の来場者に宇治茶の試飲会を実
施することで、今後の需要開拓の足掛かりを築くことがで
きた。
　一方、インバウンド対策としては、免税店の取扱いを徐々
に増加させているほか、地元の園児・生徒や自治体等に配
布されている宇治茶広報資料「宇治茶大好き」の英語版

「We love Ujicha!」を作成した。宇治茶の歴史、お茶の
種類、製造工程、おいしい淹れ方、料理への利用、茶かぶ
きなどの様々な情報を学習科目仕立てで解説されている入
門編資料として、宇治茶の知識がまったくない外国人観光
客にもわかりやすく、実用的な英語版ガイドブックになっ
ている。あわせて「宇治茶の楽しみ方」という簡易リーフ
レットも英語版を作成して配付している。

　 成果・効果  
　潜在需要量の大きい中国などアジア地域ではなく、富裕
層を中心とした継続的な需要が期待できる欧州、とりわけ
日本文化に理解が深いフランス等にターゲットを絞ったこ
とにより、高級ブランドとしての宇治茶をアピールでき、
大きな関心を呼ぶことができた。
　また今後は、紹介資料の仏語化やスマートフォンアプリ
の外国語対応なども検討していく。

《組合DATA》
　京都府茶協同組合
　　〒611-0021　京都府宇治市宇治折居25
　　☎�0774-23-7711
　　URL　�http://www.kyocha.or.jpミラノ万博日本館のイベント広

場で宇治茶をＰＲ
英語版パンフレット
「We Love Ujicha!」
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「初夏の彩り～京七宝展」のご案内
　京都伝統工芸協議会の常設展示場「ギャラリー圓夢」では、京の工芸展をご覧いただけます。現在は、「初夏の
彩り～京七宝展」を開催し、伝統工芸品を展示・販売していますので、ぜひご来場ください。

　日　時　平成２８年４月２８日（木）～６月２８日（火）
　　　　　10：00～16：30（最終日は15：00まで）
　　　　　※水曜休廊日
　場　所　ギャラリー圓夢
　　　　　京都市東山区高台寺西側圓徳院敷地内 
　　　　　京・洛市「ねね」２Ｆ（高台寺 掌美術館入口横）

《団体DATA》
　京都伝統工芸協議会
　　〒615-0042� 京都市右京区西院東中水町17　京都府中小企業会館4階
� 京都府中小企業団体中央会内
　　☎�075-314-7131　　FAX�075-314-7130　　URL�http://www.kougei-kyoto.jp

中央会NEWS中央会NEWS
京都青年中央会 第35回通常総会懇親会（創立35周年祝宴）を開催

　本会の青年部組織である京都青年中央会では、5月13日（金）、京都ホテルオークラにおいて、第35回通常総会
を開催、22青年部42名が出席した。
　平成27年度事業報告及び収支決算書類承認、規約改正、平成28年度会費の額及び徴収方法、平成28年度事業
計画や収支予算の提出された議案は全て原案通り可決決定した。
　また、任期満了に伴い、行われた役員選挙では理事4名と監事1名が選任され、理事会にて岡野恵美氏（京都市
青年経営者研究会）が会長に就任、顧問1名を設置し、新体制のもと今期は『共同戦線～逆境からの再スタート～』
をテーマに掲げ、新たなスタートを切った。
　総会閉会後、記念事業となる創立35周年祝宴を開催、関係機関や団体、京都青年中央会の歴代会長を含めた多
くのご来賓に臨席いただき、盛会裏に幕を閉じた。

　（第18期新役員一覧）
　会長　岡野　恵美 京都市青年経営者研究会
　理事　寺口　良弘 京都府印刷工業組合　京都青年印刷人月曜会
　理事　阪口　彰 協同組合京都府金属プレス工業会　次世代経営研究クラブ(FMC) 
　理事　合田　秀謹 舞鶴水産流通協同組合青年部かれぶり会 
　監事　北川　麻弓 京都府電気工事工業組合　青年部
　顧問　芳村　敦 株式会社芳村屋 岡野恵美新会長

第35回通常総会開催風景 新旧役員一同 創立三十五周年記念祝宴
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中小企業団体情報連絡員4月分報告より

■厳しい経営環境の中で苦戦

　　� 　　�
快晴
� DI値�40以上

晴れ
� 20〜40未満

くもり
� 20未満〜△20未満

小雨
� △20〜△40未満

雨
� △40以上

業界景況天気図 概　　　　況

全　体
3月 →4月

　　
一部で明るい話題も聞こえるが、販売価格の低迷、コスト高による収益の圧迫、技術・技能後継者問題、従業員確保難等の
声は多く、厳しい経営環境の中で苦戦を強いられている業界が多く見られる。景況感は悪化・足踏み状態で推移している。

製造業

3月

↓
4月

繊維工業
　　 和装関連の市況は厳しく、当産地の受注量も引き続き厳しい状況である。

出版・印刷
　　

印刷業界はデジタル化によるコスト削減を達成した一方、受注価格の低下と競争が激しくなり、長らく続く景気の低
迷や印刷需要の減退も相俟って依然として厳しい経営環境下におかれている。

鉄鋼・金属
　　 4月の状況は3月とほとんど変化はなく低い数字で推移している。昨年の同時期と比較しても減少している。

一般機械等
　　

全般に受注の停滞がみられ、特に一般民需関連機器関係にこの傾向が強い。液晶等先端技術関連機器に関係する受注
は好調であり継続が予測される。技能・技術継承者の採用難は改善されておらず、人材確保が大きな課題となっている。

その他製造業
　　

プラスチック製品製造業では、電子部品、家電製品部品の一部に持ち直し傾向が見られるものの、全般的には受注は減速して足踏み状態のままで
推移している。紙製容器製造業では、段ボール製造大手企業が同業者の買収などにより縦系列化し、下に位置する企業への圧力が生じている。

非製造業

3月

↓
4月

卸　　売
　　

食料品卸売業では、熊本地震の長期化と輸送を含めたライフラインが止まった事により、スイカ・トマト・キュウリ
などの入荷が一時的に減少した。水産については、入荷で影響を受けたものは特になかった。

小　　売
　　

自動車小売業では、三菱、日産の軽自動車の燃費問題に係るメーカー対応が決まらず苦慮している。燃料小売業では、
原油価格の値動きが堅調で、円安も進み仕切り価格は上昇しているが、末端価格への転嫁は不調である。

商 店 街
　　

4月に入り商店街では人通りも多くなってきた。中でも、飲食店の賑わいが目立つ。どの飲食店もそこそこの客入り
であるが、物販店、特に買回り店は苦戦しているようだ。

サービス
　　 旅館・ホテル業では、外からの宿泊客は少し落ち着いてきた。求人は厳しい状況である。

建　　設
　　

注文建築の不景気要因にハウスメーカーの圧迫感が強い。建築労働者がハウスメーカーの方へと流れ、若手の建築技
術水準の成長が見込めない。結果的に、技能労働者不足が深刻化している。

運輸・倉庫
　　

道路貨物運送業界では、京都においては熊本地震の影響による大きな混乱の報告はないが、今後九州発着の貨物の影
響は当然あると予想しているが現在のところ不明である。

京都経済お天気

会長コラム No.44

　今月もいろいろと書くことがある。ただ、当事者でもないし、また現地取材をしているわけでも
ないので、あくまでもマスコミを通じての小生の自己観だ。この場合、頼りになるマスコミは、事
件の裏側や真相にまで迫る週刊新潮や週刊文春となる。新聞では被害者がとんでもないモンスター
だったりしても、詳細に報じることが少ないからだ。
　今月の話題は3つ。1つ目は、オバマ米大統領の広島訪問。あの原爆を落した国の代表が来るの
を大歓迎の中、全マスコミがまるで歴史が変わったかのようにはしゃいでいるのを、少し離れ、冷
めて見る新潮の記事は貴重。
　2つ目は　舛添東京都知事の件。この件は文春の報道が発端となった。あの人とは直接会ったこ
とがあるが、実に嫌な人だった。宜

むべ

なるかなといったところだ。
　3つ目は、三菱自工の記事。内容は不明であるが、あの人柄の良い自工の人達は、実にケンカが弱い。やられっ放しである。
まず、アメリカ三菱自工のセクハラ問題から、クライスラーにやられ、次はベンツにと、最後は日産に買いたたかれる始末。
韓国の現代自動車を一から作り育てたが、その恩恵には全く与

あずか

れず、本当に人の良い集団だ。これは、国連を始め、新興国
だった中国や韓国の成長の原点を作り、多大な財を、賠償という名目で与えながらも、戦犯国として、反日国家に取り囲ま
れている我国になんと似ていることか。
　もっとも日露戦争で勝ち、大東亜戦争で敗けたが、この二戦があったからこそ、有色人種の独立国が次々とできたのは事
実。それまでの世界では、有色人種の国は全て植民地であり、中国も英国を始めとする欧米の植民地のようなものであった。
日本人はお人好しで、世界は実に狡賢い。
　さて、この中での一番のビッグニュースは、米大統領の広島訪問であるが、この大報道に、戦犯国家の日本が被害者面を
しているとケチをつける中韓が、声高に主張すれば、例え事実でなくともこれがまかり通る世界。一方、日本人は声が小さ
いため、正しい主張でも他国には届かない。ただし、日本嫌いの日本人は大声をあげて日本を批判する。他国では、どんな
に進歩的といわれる人々も、愛国心にかけては、人後に落ちないのに、恥ずかしい限り。声の大きい国々に囲まれながら、
占領時の統治法を憲法と称しているお人好しの人達は、前文「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全
と生存を保持しようと決意した。」をいつまでも後生大事に守っていくつもりなのか。 会長　渡邉　隆夫

マスコミの功罪
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表紙タイトル「協同」背景色は、京都府印刷（工）が京にゆかりのある名前を
付した12色を創作したうちの「宇治茶色」です。

平成28年度労働保険料（労災保険・雇用保険）の申告納付期間は、
平成28年6月1日〜平成28年7月11日（土日祝は除く）です。

（お早めにお手続きください。）

　今年も労働保険料の申告納付の時期がまいりました。 
　『労働保険概算・確定保険料・石綿健康被害救済法一般拠出金
申告書』により、7月11日までに申告納付をお済ませください。

　申告・納付には、便利な電子申請や口座振替による納付をご利
用ください
(*28年度1期保険料の口座振替登録は終了しました。28年度2期
納付以降から利用できます)。

　【お問い合わせ先】
　　京都労働局総務部労働保険徴収課
　　〒604-0846　京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
　　☎�075-241-3213　　FAX�075-241-3233

事業主のみなさんへ

平成28年度
労働保険年度更新について
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